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入居者に対する認知症姑応型共同生活介護サービス・介護予防認知症対応型共同生活介護サービ

ス提供開始にあたり、当事業者が入居者に説明すべき事項は次の通りです。

1,事業者

2.事業目的と運営方針

3.事業所

名 称 医療法人 尚和会

所   在   地 宝塚市向月町 19番地 5号

法 人 種 別 医療法人

代 表 者 名 理事長 那須 輝

電 話 番 号 0797-84-8811 FAX番 号 0797-87-9606

ホームページア ドレス http://脚w.takarazuka― dalichi… hp.or.jp

法 人 が 行 つ て

い る他 の 業 務

宝塚第一病院、介護医療院ケアヴィラ伊丹、伊丹大野診療所、ケアヴィラ

伊丹居宅介護支援事業所、介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚、グループホ

ームケアホーム宝塚、サポー トプラザ宝塚居宅介護支援事業所、宝塚ジハ

ビリテーこ/ョ ン病院

事  業  目 的

当事業所は、認知症状を伴い要介護または要支援 2の状態と認定された入

后有 (以 ″早に 1人居有」といつジに対 し、ク巌 休陳格↑ (′ジ避百佳任つ(、

家庭的な環境のもとで、心身の特性に踏まえ、利用者の認知症状の緩和や

悪化の防止を図り、その有する能力に応 じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、適切な認知症赳応型共同生活介護・介護予防認知症姑応型共

同生活介護を提供することを百賄とする。

運 営 方 針

当事業所は、入居者の有する能力に応 じ、認知症対応型共同生活介護計画・

介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づいて、家庭的な環境のもと

で入浴くつ

'泄

、食事等の日常生活を営み、自立した生活ができるよう介護

その他の必要な援助を行なう。

そ  の   他

(認知症対応型共同生活介護計画 。介護予防認知症対応型共同生活介護計

画の作成及び事後評価)

計画作成担当者が、入居者の直面している課題等を評価 し、入居者の希

望を踏まえて、介護従事者と協議の上、認知症対応型共同生活介護計画・

介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成します。

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果をサービス

報告書に記載して入居者に説明の上、交付します。

名 称 グループホーム ケアホーム伊丹

開設年月 日 平成 13年 ■ 月 1日指 定 番 号 2873300517

所   在   地

FAX番 号

伊丹市大野 1丁 目3番地 2

072-777-7050電 話 番 号 072-777-7272

ホームペー ジア ドレス http://carevilla,com/itami/
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交 通 手 段

阪急伊丹駅から伊丹市営バス東野バス停下車 徒歩 10分

阪急伊丹駅・阪急川西能勢日駅から阪急バス自衛隊病院前停バス下車

徒歩 10分

敷 地 3, 522. 55 ピ

建 物

構   造 鉄筋コンクリー ト造地上 5階建 (耐火建築)う ち 4階部分

延 床 面 積 4 884. 09ポ 住 居 面 積 418。 42 ピ

総 戸 数 2戸 総 定 員 12名

4.入居基準

・認知症状があり、要支援 2ま たは要介護 1～ 5の認定を受けた方

・少人数による共同生活を営むことに支障のない方

・常時医療機関において治療をする必要のない方

。他の入居者に伝染する疾患のない方

。自傷他害のない方

・健康保険に加入の方

・代理人を立てることの出来る方

5,ご不U用住居

6.職員体制

名 称 グループホーム ケアホーム伊丹

所  在  地 伊丹市大野 1丁 目3番地 2

管  理 者
氏   名 名古孝子

保有資格 介護福祉士 兼   務 ∩  ・ 無 (計画作成担当者)

敷    地 3, 522. 55 ピ

建 物

構   造 鉄筋コンクリー ト造地上 5階建 (耐火建築)う ち4階部分

延床面積 209, 21 ∬

居 室 数 12室

入居定員 12名

利 用 居 室 1室あた り 10,02 ポ (定員 1名 )

共 用 施 設 食堂 ケ居間・台所・浴室・ トノrレ 。庭園

職 種 員 数

東   棟 西   棟

常 勤 非  常  勤 常 勤 非  常  勃

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

管 理 者 1 1 1

計画作成担当者 2 1 1

介 護 職 員 11 5 5 1

看   護   師 1 1 1
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7.職員の勤務体制

8,体業日

区 分 勤務体制

者

員

師

理
翻
護

管

介

看

日勤 (8:30～ 17:30)常勤で勤務

遅番 (09:30～ 18:30)常勤で勤務

夜勤 (17:00～ 翌9,00)常勤で勤務

上記の時間帯にて交代勤務

休 業  日 な    し

9.サービス提供の手順

ご家族様、ご担当の介護支援専門員様等から電話、来所などにより相談受付

入居申沐書類、料金表、パンフレットを郵送、お渡しします。

ご家族様、ど担当の介護支援専PH員様等から申込書茶貞をご提出いただきます。

面談を予定いたします。

担当者が面談してご相談をお受けいたします。また、家下のことをご説明、確認 させていただ

きます。

・利用者の病歴、生活歴等の確認

。事業所のサービス内容を重要事項説明書にて説日ジヨ

・利用契約書、利用同意書、個人情報使用同意書、その他の付随するサービス契約について

面談後、利用検討会議を行いご利用の可否を決定し、結果を担当者よりご連絡いたしま

す。やむを得ず当施設での受け入れが困難な場合は適切な施設の紹介等を行います。

空床が予定でき次第、ご家族様へご連絡 し、入居日の相談をいたします。

入居当日

重要事項説明書、その他各契約書類を取り交わします。

入居不可用

お支払いまでの手順

毎月末口で締め、翌月 15日 に講求書を発送いたします。

27日 までに支払いをお願いします
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10.サービス概要

(1)日 課、行事等
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(2)行事

※その他お誕生日会などいろいろな企画を準備しています。

※感染症の流行など社会情勢によつて行事を取りやめることもあります。

(3)介護保険給付サービス

【自己負担金について】

施設サービス費の 1割 (一定の所得以上の方は 2割、現役世代並みの所得者は 3割)をお支
払いいただきます。費用の構成は基本サービス費と各種力日算の合計となります。各金額につ
いては男J紙料金表をご参照ください。

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない

場合があります。その場合は全額自費 (10割負担)をお支払いくださいぅ利用料のお支払

いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行 します。

<高額介護サービス費の制度>
自己負担額を超えた分は高額介護サービス として保険者が負担する制度があります。
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種 類 内 容

日 常 生 活 の 援 助

・食事・掃除などの家事や入浴 (週 2回 )・ 排泄のお手伝いを行います。
・趣味などの余暇活動も援助します。
・生活を楽しんでいただけるようレクリエーションなどの企画も行い

ます。

社会生活上の便宜の提供 ・行政に封する手続きの代行等(社会生活上の便宜の提供を行います。

機   能  訓  練 e日 常生活の中での機能訓練を行います。

相  談 援  助
・入居者とその家族からのご相談に応じ、可能な限り必要な援助を行

います。

自己負担額(世紛

課税所得 690万円以上 140, 100円 (世帯)

課税所得 380万円以上～課

税所得 690万円未満

93,000円 (世帯)

市町村民税課税～課税所得

380万円未満

44, 400円 (世紛
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世帯全員が市町村民税非課税

※ 【前年の公的年金等収入金

額+そ の他の合計所得金額の

合計が 80万円以下の方等】

24, 600円 (世帯 )

※ 【24,600円】(世帯)

※ 【15,000円】(個人)

※業務継続計画について

「当施設では、災害や緊急事態が発生した場合でも、安全な介護サービスを継続するための業務継続

計画を策定しております。この計画には、事態の発生から復旧までの対応策や、必要なジノースの確録、

連絡体制の構築などが含まれています。皆様の安心と安全を第一に考え、日々の業務運営に取り組ん

でまいり挙_指す。」

※高齢者虐待防止措置について

「当施設では、高齢者虐待防止のための具体的な措置を実施しております。これにはて虐待防止のた

めの対策を検討する委員会の定期的な開催、高齢者虐待防止のための指針の整備、年 1日以上の研修

の実施、及び担当者の配置が含まれます。これらの措置は、皆様の安全と尊厳を守るためのものであり、

私たちはこれを適切に実施することを約束します。」
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種 類 内 容 利用料

家 賃

・利用者の自己負担 となります。
利用料金表のとおりご負担いた

だきます。

保   証   金

食 材 料 費

水 道 光 熱 費

維 持 管 理 費

日 用 品 費

クラフ
゛
活動材料費

理 美 容 サ ー ビス
・毎月 2回理容師の出張による理髪

サービスをご利用いただけます。

利用料金表のとお りご負担いた

だきます。

(4)介護保険給付外サービス

* 介護保 [父給付外サービスについて料金を改定する際には、 1月 以上前に利用者に文書で連

絡いたします。

* その他認知症姑応型共同生活介護サービス 。介護予防認知症対応型共同生活介護の中で提

供される便宜のうち、日常生活においても通常必要になるものに係る費用であつて、入居

者に負担いただくことが適当と認められる費用は、利用者の負担となります。

* 文書料は実費でいただきます。

ll.利用料金とお支払い方法

(1)利用料金

・当事業者の利用料金表に従いご負担いただきます。

(2)支払方法

① 郵便局自動払込 (原則)

入所当日に、指定の自動払込申込み用紙をご提出ください。

毎月 15日 までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の27日 に指定の日座よ

りお引落としいたします。領収書は翌月の請求書郵送時に同封いたします。

② 銀行振込み

27日 までに利用者の氏名でお振込みください。

振込手数料は利用者負担となります。

ご了承ください。

振込先

金融機関名

支店名

口座番号

口座名義

三井住友銀行

宝塚支店

普通 8971763

医療法人尚和会

③ 窓口支払い

27日 までに窓日でお支払ください。 i
利用料請求書とリース料請求書記載の合計金額を窓日にてお支払ください。

当施設窓口でのお支払時間は、日・祝をのぞく9:00～ 17:00と なります。
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12.退居基準

・要介護状態区分が変更され、自立又は要支援 1と 認定された時

。死亡した時

・ 1週間前に退居の意思を表明した時

・当事業者が、正当な理由なくサービスを提供 しない場合

。当事業者が、介護保険関連法令及び契約に定める事項に著 しく反 した場合

。病院又は施設等に入院 (入所)し 3ヵ 月を経過した時、又は 3ヵ 月以内に退院 (退所)でき

る見込みがないと診断された場合

・病状、心身状態等が著しく悪化し、医師により当事業者での適切な (介護予防)認知症対応

型共同生活介護サービスの提供を超えると診断された場合

・契約に庁める利用準恥 を lヶ 月分以 L滞納 し、その支払いを智促 モノたにもかかわらず 10日

間以内に支払われない場合

,当 事業者、当事業者の職員叉は他の利用者に封して、利用継統が困難 となる程度の背信行為

又は反社会的行為を行つた場合

・天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当事業者を利用させること

ができない場合。

13.相談、苦情等についての窓回

*八ロカウンターに設置しております 「ご意見箱」をご利用していただき、その他、電話、

面談、文書、FAX、 インターネット等より管理者 (担当者)にお申し出ください。

〔事業者の窓日〕

ケアホーム伊丹

窓日担当者

受付時間

電話番号

F A X

名古孝子

午前 9時～午後 5時

072-777-7272

072-777-7050

ご意見箱 (八 ロカウンターに設置)

〔市町村の窓日〕

伊 丹 市

<その他市町村>

所在地    〒664-8790 伊丹市千僧 1丁 目1番地

電話番号    072-784-8037
受付時間   午前 9時～午後 5時 30分 (土日祝、休み)

伊丹市役所 介護保険課

各市町村介護保険担当

〔公的団体の窓口〕

兵庫県国民健康保健

団体連合会

電話番号

FAX番 号

受付時間

藤在地 〒650-0021

神戸市中央区三官 1丁 目1-1801号

078-332-5617

078-332-5650

年前 9時～午後 5時 (土 日祝、体み)
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14.協力医療機関

医 療 機 関 の 名 称 医療法人 尚和会 宝塚第一病院

所   在   地 〒665-0832 宝塚市向月町 19番 5番

電 話 番 号 0797-84-8811 FAX番号 0797-87-9606

診   療   科
内、外、小、整、眼、皮、形成、美容、循、アレルギー、ジタマチ、
脳外

救 急 指 定 の 有 無 有

契 約 の 概 要
当事業者と宝塚第一病院とは、入所者の病状に急変があった場合等迅
速に封応できるよう協力医療機関契約を締結して緊急時に備えていま
す。

医 療 機 関 の 名 称 かわむら歯科

所   在   地 〒664-0001 伊丹市荒牧 3丁 目6番 9号

診   療   科 歯科、矯正歯科

契 約 の 概 要
当事業者とかわむら歯科とは、連携をとり通院・往診にて対応 していま
す。日腔機能維持管理、向上について助言、指導をいただきます。

医 療 機 関 の 名 称 伊丹大野診療所

所   在   地 〒664-0003 伊丹市大野 1丁目3番地 2号

診   療   科 内科・外科

契 約 概 要 当事業者 と大野診療所とは連携をとり通院・往診にて対応しています。
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15.非常災害時の対策

とψ . ィ ′r   ノ 州  ヽ ― /、′白 型聟 Vノ
1句賂 /1｀ lJ

入居者と家族等は以下の権利を事業者に対して主張することができます。

非常対策時の紺応
別途定める |ケアホーム伊丹 消防・防災マニニアル」にのつとり対応

を行います。

非常時災害時訥1練

当事業者では年 2回の非常時災害訓練を実施しており万―の災害に備

えて職員が迅速に活動できるように訓練いたしております。訓練の際

は、入居者の皆様にも参加いただいておりますのでご協力をお願いいた

します。

防 災 設 備

設備名称 個数等 設備名称 個数等

スプリンクラー あ り 防火水槽 1基

避難階段 lヶ 所 避難用滑 り台 あ り

自動火災報知器 あ り )F~常過報装置 あ り

誘導灯 あ り 漏電火災報知器 あ り

非常用電源 あ り

カーテンは、布回等防炎性能のあるものを使用 しております。

消 防 計 画 等 年 2回防災消防訓練実施

独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバンーを保ち、尊厳を維持する権泰1

生活や介護サービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の好み、および主体的な決定が

尊重される権利

安心感と自信をもてるよう酉己慮 され、安全と衛生が保たれた環境で生活する権利

自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、隊要に応 じて適切な介護を継続的に受ける

権利

必要に応 じて適切な医療を受けることについて援助を受ける権不可

家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られる権利

地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行 う権利

暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けない権利

生活や介護サービスにおいて、いかなる差別を受けない権利

生活や介護サービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専Pl家または第二者

機関の支援を受ける権利
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17。 当事業者ご入居の際に留意いただく事項

来 訪 。 面 会
面会時間 午前 10時～午後 5時 30分

面会票に「面会者氏名」等の必要事項を記入 してください。

外 出 外 泊
ご希望があれば申し出てください。外出・外泊の際には必ず行き先と

帰宅時間を職員に申し出て 「外出・外泊届」をご記入ください。

健 康 管 理

伊丹大野診療所所長が主治医になります。医師により日頃の健康管理

に努めます。又、緊急時等必要な場合は、主治医あるいは協力医療機

関等に責任を持つて引き継ぎます。

看   取   り

(タ ーミナルケア)

に  つ  い  て

医師が医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断された利用者

の方で、利用者又はご家族等の同意を得て、医師・看護・介護職等が

共同して看取りにかかるクアを行 うこともできます。

家族 等 へ の連 絡

毎月の通信 (定期的)と 随時・必要時状況報告、連絡をさせて頂きま

す。ご希望があれば、利用者、職員より電話、手紙、FAX、 文章に

てご連絡いたします。

居室 。設備・器具

の   利   用

事業所内の居室・設備・器具は本来の用法にしたがつてご利用ください。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくこ

とがあります。

迷 惑 行 為 等
騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみ

に他の入居者の居室等に立ち入 らないようにしてください。

所 持 品 の 管 理

私物には必ず氏名をご記入ください。入居時、職員が持ち込み品の確

認をさせていただきます。氏名記入の無い物が万一紛失、破損等した

場合、当事業者は一切責任を負いかねます。

現 金 等 の 管 理

現金、キャッシュカー ド、印鑑等の貴重品のお持込はお断 りいたしま

す。万―の紛失等について当事業者は一切責任を負いかねます。

入居者のお小遣い等小額の金銭についてはご相談下さい。

宗教活動 。政治活動
事業所内での他の入居者に対する営利行為・宗教活動・特定の政治活

動はご遠慮ください。

動 物 飼 育 事業所内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。

重 要 事 項 説 H月 書

変   更   等

重要事項説明書の記載 した内容に変更が生じた場合、書類を交付 して

日頭、文章等で説明し、入居者の同意を確認いたします。
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年   月   日   時   分  説明場所

当事業者は、本書面に基づいて、サーどス内容及び重要事項を説明しました。

住  所  伊丹市大野 1丁 目3番地 2

事業者名  医療法人 尚和会

グループホーム ケアホーム伊丹

説明者 職  名

氏  名             巨「

私は、本書面に基づいて、サービス内容及び重要事項の説明を受けました。

(入 居 者)住  所

氏  名

(代 理 人)住  所

氏  名

印

　

　

　

印

令和 5年 12月 1日 改訂

― ■ ―


